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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
二
百
九
十
五
号 

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
四
号
）
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
誘
導
基
準
適
合
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
十
一
月
二
十
一
日 

国
土
交
通
大
臣　

中
野　

洋
昌　
　

 

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び

配
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
規
定
に
よ
り
誘
導
基
準
適
合
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
基
準
を
定
め
る

 件

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

幅
は
、
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

 

二　

奥
行
き
は
、
百
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

 

三　

床
は
、
平
ら
と
す
る
こ
と
。

 

四　

車
椅
子
使
用
者
が
舞
台
等
を
容
易
に
視
認
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。
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五　

同
伴
者
用
の
座
席
又
は
ス
ペ
ー
ス
を
当
該
誘
導
基
準
適
合
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
に
隣
接
し
て
設
け
る
こ
と
。 

附　

則 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


